
私道の所有者が、私道に接している土地の

所有者に対して、当該私道の利用制限につい

て当該土地の前所有者と合意があるとして、

当該土地所有者が建築したアパートの居住者

の私道の通行の禁止を求めた事案において、

利用制限の取り決めは、自動車通行や駐停車

を禁止する限度で有効であるとした事例（東

京地裁　平成23年６月29日判決　ウエストロ

ー・ジャパン）

１　事案の概要

Ｘらは、所有する道路位置指定を受けた私

道(以下「本件私道」という)に面した土地上

の建物に居住しており、公道に出るには本件

私道を利用するしかない。Ｙは、北側に位置

する公道に約２ｍないし３ｍ接し、長さ約15

ｍの通路状部分のある概ね長方形の形状であ

り、東側が本件私道に接している土地（以下

「本件土地」という）をＡらから購入して、

６戸のアパートを建築した。

Ｙは、Ａらから本件土地を購入するに際し、

仲介業者から、当初の分譲業者とＡとの間で、

①Ａ及び本件土地の所有継承者が、非常口、

裏口等を必要とするときは、本件私道と本件

土地との境界線上に通用口を設けること、②

Ａ及び本件土地の所有継承者は、前記通用口

を主出入口として使用しないことの合意（本

件合意）があり、本件合意により、本件私道

の通行が非常時に制限されていること、及び

本件土地所有者が本件私道を日常的に通行す

ることについて、本件私道の所有者の承諾が

得られていないことの説明を受けた。

その後、仲介業者は、本件私道所有者であ

るＸらに対し、本件土地継承者が本件私道を

通行すること等を承諾する旨の書面への署名

を求めたが、一部私道所有者を除き、本件合

意を理由に当該書面への署名を拒絶された。

ＸらはＹに対し、本件合意の内容を説明し、

本件私道との境界線上には出入口を設置しな

いよう申し入れ、アパートの居住者らが本件

私道を通行しないことを求めたが、Ｙは、本

件合意の継承を否定し、本件私道は位置指定

道路だから自由に通行することができるとし

て、Ｘらの求めを拒否した。

Ｘらは、本件私道に対する占有使用の妨害

禁止を求めて提訴した。

２　判決の要旨

盧 被告Ｙは、本件合意を引き受けているか

について

Ｙは、仲介業者の担当者が本件私道の所

有者に対し、本件土地継承者が本件私道を

通行すること等を承諾する旨の書面への署

名を求めており、その際に、本件合意の存

在をＸらから伝えられているから、遅くと

もそれ以降は、本件合意があるという主張

がＸらからされていることを認識していた

といえる。そして、このような情報は、不

動産取引に当たって当然に取引希望者に伝

えるべき情報であるから、本件私道の利用
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については、その所有者の一部からは承諾

を取り付けたものの、他の者からは反対に

あうなどして取り付けられていないこと

は、少なくとも本件土地の売買の前にＹに

伝えられていたといえる。Ｘらは、Ｙ土地

は、近隣の公示地価に比べて著しく安い価

格で売りに出されたと主張する。本件私道

の利用について反対があるということが減

価要因になっている可能性はあるものの、

その点が主たる要因になってＹ土地の価格

が著しく安くなったとはいえず、本件合意

を引き受けることがＹ土地の購入の前提に

なっていたとはいえない。Ｘらが指摘する

事情は、私道との接道がある土地の取引に

おいて通常想定される事情を指摘するに過

ぎず、本件合意が存在することを必ずしも

前提とするものではない。

また、これらの事情があったからといっ

て、Ｙ土地を購入することが本件合意を受

け入れることを直ちに意味するものではな

く、ほかに、Ｙが本件土地を購入したこと

により本件合意を引き受けることにつき黙

示の意思表示をしたと解すべき事情は証拠

上認められない。

盪 私道所有者による利用制限の定めが他の

私道利用者等を拘束するか

位置指定道路は私道ではあるが、その所

有者以外の第三者を含む一般公衆の通行を

許容する性質を有しているものであるか

ら、公衆の通行・立ち入りを全面的に禁止

したり阻害したりすることはできない。し

かし、あくまで私道であるから、その所有

者は、当該道路に対する維持・管理権を有

し、前記の位置指定道路の趣旨等、法令の

規定に反しない限り、当該道路の保全と関

係権利者の居住の安寧のため、当該道路の

利用を自治的に定めることができ、当該道

路を利用する一般公衆もその定めによる利

用制限に服するものというべきである。

本件私道も、位置指定道路であり、かつ

現状も道路として整備、利用されているも

のであるから、一般公衆の通行を禁止する

ような取り決めを所有者がしても、これに

基づき直ちに通行を排除することはできな

い。Ｙ土地の関係者が本件私道を徒歩ない

し自転車等で通行することは、前記の位置

指定道路の性質からしても、また実際の本

件私道やＹ土地の状況からしても、本件私

道の所有者の所有権の行使を妨害するとは

いえないが、幅約４ｍしかなく、かつ通り

抜けできない本件私道に自動車を乗り入れ

ることは、駐停車により本件私道によって

のみ公道に通じているＸらの利用者の利便

を著しく損なう可能性の高いものであり、

ひいては本件私道の所有者の所有権の行使

を妨害するものである。Ｙ土地は直接公道

に接しているから、本件私道への自動車の

乗り入れが否定されたとしても大きな不都

合を生じるものではない。

Ｘらによる本件私道の利用についての取

り決めは、Ｙ土地上の建物に出入りする者

について、自動車通行することや駐停車す

ることを禁ずる限度で有効な制限と解され

るが、その余の部分については、第三者に

対し主張し得ないものである。

３　まとめ

２項道路や位置指定道路等の私道につい

て、私道所有者以外の者の自動車の通行につ

いて争われることが多い。本件は、私道の第

三者の利用について、一定の利用制限を認め

たものであり、実務の参考になると思われる。

（調査研究部上席主任研究員）
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